
別紙１

計算書類に対する注記（社会福祉法人　北日野こもれび会）

１．継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

（２）引当金の計上基準

　　・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

「該当なし」

４．法人で採用する退職給付制度

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当等共済制度及び福井県社会福祉協議

会の退職共済制度によっております。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）法人全体の計算書類

　　　　（会計基準省令第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

　（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表 

　　　　（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

　（３）当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

　（４）当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

　（５）各拠点におけるサービス区分の内容

　　　　ア　本部（社会福祉事業）

　　　　イ　第１ぴーぷるファン（社会福祉事業）

　　　　　　「就労移行」

　　　　　　「就労継続Ｂ型」

　　　　　　「生活介護」

　　　　　　「日中一時」

　　　　ウ　第２ぴーぷるファン（社会福祉事業）

　　　　　　「就労継続Ｂ型」

　　　　　　「日中一時」

　　　　エ　共同生活ぴーぷるファン

　　　　　　「共同生活援助」

６．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地（基本財産） 30,000,000 55,698,571 0 85,698,571

建物（基本財産） 14,801,570 16,369,227 2,090,975 29,079,822

定期預金(基本財産) 10,000,000 0 0 10,000,000

合計 54,801,570 72,067,798 2,090,975 124,778,393

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

８．担保に供している資産

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」 円

計 円

承認印 係  印



９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)  

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地（基本財産） 85,698,571 85,698,571

建物（基本財産） 32,329,227 3,249,405 29,079,822

建物附属設備 42,711,395 25,456,551 17,254,844

機械及び装置 13,140,816 9,095,952 4,044,864

車輛運搬具 32,123,229 25,079,733 7,043,496

器具及び備品 15,303,726 10,770,500 4,533,226

合計 221,306,964 73,652,141 147,654,823

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)  

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 20,779,976 0 20,779,976

合計 20,779,976 0 20,779,976

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)  

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

「該当なし」

合計

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)  

種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額 科目 期末残高

名称 内容 所有割合 役員の 事業上の 内容

又は職業 兼務等 関係

「該当なし」

取引条件及び取引条件の決定方針等

・・・・・・・・

１３．重要な偶発債務

「該当なし」

１４．重要な後発事象

「該当なし」

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」


